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Ⅰ．労使関係について

１．『基本協約』第１条を、「この協約は、会社・組合双方が信義誠実の原則

に従い健全な労使関係を確立し、もって社業の発展及びこれを基礎とした労

働条件の維持向上を計ることを目的とし、この協約を締結する。」と改める

こと。

【回答】

そのような考えはない。

２．『基本協約』第250条の（１）から（６）を以下のように改訂し、（７）を

加えること。

（１）賃金、賞与及び退職手当の基準に関する事項、および基準の解釈と運用
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会社は「社員が働きやすい職場作り」と
しているが、その気なしの回答に愕然！
会社が組合要求に対して見解を示す！

本部は８月24日、2018年度協約・協定改訂の第２回団体交渉を開催しました。

今回は、８月７日に提出した『申第10号2018年度基本協約・協定改訂に関する申

し入れ』に対する会社の現時点の見解が示されました。

現場で汗を流し働く社員の努力によって、ＪＲ東海は、またまた第１四半期にお

いて過去最高益をあげ、会社も「将来にわたって社員が誇りとやりがいを持てる働

きやすい職場作りを目指す」と冒頭で挨拶をしているにもかかわらず、組合の要求

項目は何ら解決されていません。組合員をはじめ、現場で働く社員の切実な要求に

対して「そのような考えはない」のオンパレードです。会社は口先だけは社員受け

の良い言葉を発しますが、結局は儲けのために社員をこれまで以上にこき使うこと

しか考えていません。また今回、会社の不手際により要求項目の一部に対して見解

が示されませんでした。このような組合軽視の姿勢に厳重に抗議し早急な対応を求

めました。

こうした会社の姿勢を許さず、本部は全組合員と共に2018年度協約・協定改訂交

渉を闘います。以下、今回示された会社の見解です。
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についての疑義が生じた場合

（２）労働時間、休憩時間、休日及び休暇の基準に関する事項、および基準の

解釈および運用についての疑義が生じた場合

（３）転勤、転職、出向、昇職、降職、昇格、退職、解雇、休職及び懲戒の基

準関する事項、および基準の解釈および運用についての疑義が生じた場合

（４）労働に関する安全、衛生及び災害補償の基準に関する事項、および基準

の解釈および運用についての疑義が生じた場合

（５）その他労働条件の改訂に関する事項

（６）この協約の改訂に関する事項

（７）労働組合から申し出があった場合

【回答】

そのような考えはない。

３．ＪＲ東海労組合員が所属する全ての職場に組合掲示板を設置すること。

【回答】

そのような考えはない。組合掲示板の新規設置の基準を５名以上としてい

るのは、過去から労使間の議論においても明らかにしており、実際の運用も

それに則って行われている。

４．『基本協約』第217条（勤務時間中の組合活動）に「（５）上部機関の大会、

中央委員会、執行委員会に正規の構成員として出席する場合」を加えること。

【回答】

そのような考えはない。

５．『基本協約』第238条（付議事項等）に「（５）その他組合側が必要と認め

た事項」を加えること。

【回答】

そのような考えはない。

６．会社は、中央本部及び地方本部からの『申し入れ』に対して、一方的な解

釈を組合側幹事に伝えるだけで、団体交渉等の協議を行わない事態が常態化

している。このような取り扱いはやめ、『申し入れ』に対しては全て団体交

渉を開催すること。

【回答】

業務委員会等の開催については、本社及び各事業本部において協約の定め

に基づき適切に判断している。又、申し入れに対する回答を行うために必要

な調査等を行い、幹事が所要事項を決定し開催している。現行の取り扱いで

問題ないと考える。
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７．会社が組合掲示板の掲示物を一方的に撤去することは、労働委員会命令に

あるように不当労働行為である。従って組合掲示板から掲示物を撤去しない

こと。

【回答】

組合掲示板の便宜供与や掲示物等については基本協約の定めに則って対応

している。

８．恣意的な乗数カットやボーナスカットをやめること。又、不当にも乗数カ

ットやボーナスカットを行った時は、現場長は責任を持ってその理由を組合

員に説明すると共に、苦情処理会議において、全てのカット理由について日

時及び場所、現認した管理者名等を具体的に明らかにすること。

【回答】

成績率の増減の適用については公正公平に実施している。尚、苦情処理会

議において減率等の適用事由を例示しているのは、減率適用が基本協約に基

づき正しく行われたことを示すためであり、又、本人の記憶喚起という効果

もあるものと考えている。開示件数及び内容については、この目的を達する

ために十分なものを示している。

９．苦情処理及び簡易苦情処理について、ＪＲ東海労と会社の認識が大きく相

違している部分がある。会社は、一方的に協約の解釈を押し付ける姿勢を改

め、以下の通りとすること。

（１）地方苦情処理会議において、苦情を協議した結果、委員間の意見が対立

し解決に至らなかった際に、基本協約第287条に基づき組合側が「上移」

を提案したときは必ず「上移」すること。

【回答】

そのような考えはない。

（２）『基本協約』第285条２項を「審議にあたって、苦情を申告した組合員の

要請があった場合には、当事者のほか参考人の出頭を求め報告を徴し、又

は書類の提出を求めることができる。」と改めること。

【回答】

そのような考えはない。

（３）『基本協約』第286条を「事前審理において申告を受けた苦情の内容が、

苦情として取り扱うことが適当であると認められる場合を除き、幹事の意

見の一致した場合には、これを却下する。」と改めること。

【回答】

そのような考えはない。
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（４）『基本協約』第291条の「（会議の非公開）」を「（公開の原則）」とし、「会

議は原則として公開とする。ただし、各側委員の意見が一致した場合は、

非公開とすることができる。」と改めること。

【回答】

そのような考えはない。基本協約第291条の主旨は、苦情処理会議におい

ては組合員個人のプライバシーに関する事や、勤務査定等の個人の評価等に

関する事といった、会議の委員及び関係者以外に広く知られるべきではない

内容を明らかにする場合があるため、会議の非公開の原則を定め、双方の委

員が建設的な議論を行えるようにしているものである。

（５）『基本協約』第300条２項を「審議にあたっては、苦情を申告した組合員

の要請があった場合には、当事者のほか参考人の出頭を求め報告を徴し、

又は書類の提出を求めることができる。」と改めること。

【回答】

そのような考えはない。

（６）『基本協約』第301条を「申告を受けた苦情の内容が、第295条第１項の

定めによる苦情として取り扱うことが適当であると認められる場合を除

き、幹事の意見の一致した場合には、これを却下する。」と改めること。

【回答】

そのような考えはない。

（７）『基本協約』第302条の「（会議の非公開）」を「（公開の原則）」とし、「会

議は原則として公開とする。ただし、各側委員の意見が一致した場合は、

非公開とすることができる。」と改めること。

【回答】

そのような考えはない。基本協約第302条の主旨は、簡易苦情処理会議に

おいては、組合員個人のプライバシーに関する事や、異動等に関する具体的

な考え方といった会議の委員及び関係者以外に広く知られるべきではない内

容を明らかにする場合があるため、会議の非公開の原則を定め、双方の委員

が建設的な議論を行えるようにしているものである。

10．出向先の処分および賃金の減額、及び転勤についての苦情の処理は、ＪＲ

東海会社が責任を持って、苦情処理または簡易苦情処理会議を開催し処理す

ること。

【回答】

そのような考えはない。

11．会社施設の一時利用について、組合が申し出た場合は他事に優先して使用
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を認めること。又、一時利用が許可できない場合は、会社施設が空いている

日を申請者に明示すること。更に、会社は申請時に参加者全員の氏名を記入

するよう強要しているが、これは組合活動への介入であり、やめること。又

更に、申請した集会の参加人数を一方的に制限しないこと。

【回答】

会議室などの会社施設の一時的利用については、協約に定められた手続き

に基づき対応している。便宜供与にあたっては、業務上の必要性を勘案し個

別の実態に応じて判断している。

12．組合事務所の便宜供与について、他労組との差別はやめ、三重地区に１ヶ

所の組合事務所を直ちに便宜供与すること。又、東京地区に新たに１ヶ所便

宜供与すること。

【回答】

東京地区はすでに便宜供与を行っている。又、現在三重地区において貴側

に組合事務所として便宜供与できる場所はない。

Ⅱ．安全対策について

１．在来線の駅の無人化された駅又新幹線全ての駅で、ホーム上の列車監視員

を２人以上にすること。

【回答】

そのような考えはない。

２．会社は大津波警報が発令された時、「在来線は浜名湖付近については、自

治体のハザードマップを基に津波危険予想地域を定めている。しかし、新幹

線には津波危険予想地域がないため運転に支障はない」としている。あらゆ

る事態を想定し何よりも安全を第一に考えるならば、大津波警報発令時は、

在来線同様、新幹線も運転を中止するべきである。会社は、浜名湖付近に限

らず、自治体のハザードマップによることなく、独自の津波対策を進めるこ

と。

【回答】

自治体のハザードマップを参考に、高架橋や盛土といった当社構造物の状

況を考慮した上で、津波の危険が予想される地域を「津波危険予想地域」と

して定めている。

３. 新幹線の緊急時の対応を安全、円滑に行うため、各列車車掌を３名体制と

すること。

【回答】

そのような考えはない。
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４．車両故障が発生した場合は、原因、対策を車両関係の全社員に明らかにす

ること。

【回答】

引き続き確実な検査・修繕を行っていくが、車両故障が認められた場合の

原因及び対策については、業務上必要な関係者に適切に周知している。

５．事故等が発生した場合は、労働組合の申し入れに基づいて、速やかに団体

交渉を行なうこと。

【回答】

協約に則り適切に対応する。

Ⅲ．労働条件について

１．労務管理について

（１）人権を無視した管理者によるモラルハラスメント、パワーハラスメント

行為を直ちにやめること。

【回答】

パワーハラスメントについては、厚生労働省がその概念を整理したところ

であるが、その態様には様々なものがあると思われる。各事象については、

職場でのコミュニケーションを基本に、まずは個別に適切に対応していくべ

きものであると考えている。

（２）社員に対して「１時間前出勤」等の慫慂をやめること。又、出勤時刻間

際に出勤したことで事情聴取や過度の反省を求めることはやめること。

【回答】

個別の議論はしないが、定められた時刻に遅れないよう伝えることは、指

導の範囲を超えるものではない。最終的にどの時間に出社するのかは本人の

意思である。

（３）会社が社員に対して事情聴取を行う場合、私生活に踏み込んだ事情聴取

は行わないこと。

【回答】

会社は、業務上必要と認める範囲において事情聴取を行っている。

（４）口頭の報告で済むような些細な事象にも時系列等報告書の作成が強要さ

れている。これは、提出の強要を通した労務管理の強化であり安全を大き

く阻害している。従って、時系列等報告書の提出は強要しないこと。又、

時系列等報告書を提出させた際は、控えを本人に渡すこと。

【回答】

団体交渉の交渉事項ではないが、業務上必要がある場合に文書で報告を求
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めることは当然のことであり、今後も必要に応じ、時系列等報告書による報

告を求めることに変わりはない．又、時系列等報告書の控えを本人に渡すこ

とはしない。

（５）会社は、業務上の些細な事象も大きな問題とし、本来業務から外して「再

教育」「復帰教育」と称した見せしめ的な日勤教育を行わせている。日勤

教育については運輸安全委員会による調査報告書で、「再び日勤教育をし

たくないという気持ちから虚偽の報告を誘発させ、又、過度のプレッシャ

ーによって、些細なミスを大きな事故とさせかねない」と指摘されている。

従って、この指摘を真摯に受け止め「再教育」「復帰教育」と称した日勤

教育を廃止すること。

【回答】

事故等が発生した場合、正確な事象や原因の把握、対策の樹立等のため、

事実確認を行った上で、当該乗務員に対して再発防止の観点から、乗務員と

して必要な知識・技能を一定レベル以上に習得させるために必要な教育を実

施している。これは、乗務復帰のために必要なものであり、安全安定輸送の

確保にとって極めて重要であると考えている。尚、教育を実施した結果、知

識・技能が一定レベル以上に習得できたか否かについては適正に審査してい

る。

（６）「省令に基づいて」とされている「技能の確認」「知識の確認」「応急処

置の確認」は、訓練や添乗でその知識や技量は確認をとれている。毎年行

われる「確認」は、乗務員に対してのプレッシャーでしかなく、安全安定

輸送を阻害する。従って廃止すること。

【回答】

乗務員に必要な知識・技能を確認するのは省令に基づき社内規定の定める

ところにより実施しているものであり、乗務員の資質管理上重要な事項であ

る。現在の方法をやめる考えはない。

（７）特定の乗務員に対して添乗を何回も重ねることは、プレッシャーを拡大

させるだけで、何ら安全対策にならないのでやめること。又同様に、添乗

時に指摘をあげつらい、乗務報告書への記載を強要することもやめること。

【回答】

必要な添乗及び指導は実施する。

（８）社員を監視するような裏面添乗や沿線での監視は、乗務員に精神的な苦

痛を与え危険この上ない。従ってそのような行為はやめること。

【回答】

客室添乗等については、過去の事故原因の中には基本動作を行わなかった
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ことに起因するものが多いことから、安全確保のため、定められた基本動作

が定着しているかを確認するために実施しているものである。あらゆる機会

を捉えて添乗指導を実施していくことは必要であると認識しており、今後も

やめるつもりはない。

２．勤務関係について

（１）年休取得が困難な状況が続き、保存休暇が20日を超えて年休が失効する

事態が依然として発生している。従って、年休を失効させないために以下

の通りとすること。

①昨年度における社員１人あたりの年休付与日数と、年休を失効した社員

数を明らかにすること。

【回答】

年次有給休暇の時季指定に対しては、会社は事業の正常な運営を妨げる場

合に適切に時季変更権を行使しているものであり、現在の取り扱いを改める

考えはない。尚、昨年度における社員一人あたりの年休取得日数は、現業一

般社員で概ね17日である。これ以上の詳細について明らかにする考えはない。

②社員から申請された年休は全て付与すること。

【回答】

①の回答と同じ。

③時季変更権を行使する際は、変更後の時季を指定すること。また時季変

更は本人の希望を聞き入れること。特に年休の残日数が多い社員には優先

的に付与すること。

【回答】

①の回答と同じ。

④臨時列車等、波動業務に対応した適正要員を配置すること。

【回答】

業務遂行に必要な人員は会社が責任をもって配置しているところである。

⑤私傷病休暇、転勤、パート異動に伴う教育や見習い、研修センターへの

入所、ＱＣ、業研等での出張にかかる人数を必要要員として要員化するこ

と。

【回答】

業務遂行に必要な人員は会社が責任をもって確保しているところである。

教育訓練や養成に必要な人員、あるいは様々な社員の非実働要素についても

勘案した上で要員計画は策定している。
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⑥年休が期間内に取得できず失効する場合は、年度初に遡り特休を年休と

して処理し、特休を休日出勤処理して会社が買い上げる等の処置を行うこ

と。

【回答】

会社としては、年休を確実に取得することが最も大切であると考えてい

る。当社では、世間水準を大きく上回る年休が取得されており、そのよう

な対応を行う考えはない。

⑦退職する場合は、年休及び保存休暇の残日数を退職日の前日までに連続

して全てを付与すること。

【回答】

そのような考えはない。

⑧全職場において休日指定予定日の公表を前月の10日までに行うこと。又、

勤務確定及び発表は、前月の25日の午前９時までにすること。

【回答】

休日指定予定日については、勤務発表時に休日が予定と異なる日になるこ

とが多く、制度の運用が難しくなっていたことから、制度が概ね安定的に運

用されている各運輸区所を除いて廃ししたところであり、これを改める考え

はない。又、勤務の指定については、基本協約の定めに基づき適切に実施し

ている。

⑨現状、予備月勤務者に対し勤務を指定していない事実は、基本協約（第

36条）違反である。新幹線乗務員の予備月勤務者も行路を確定し発表する

こと。

【回答】

毎月25日までに勤務日であるかどうかの指定は行っており、基本協約の定

めに基づき適切に対応している。

（２）一方的な休日出勤が解消されることなく常態化している。会社は「休日

出勤をゼロにすることは困難である」としている。休日出勤を解消しよう

としない会社の姿勢は断じて許されるものではない。従って休日出勤解消

に向けて、以下の通りとすること。

①昨年度における乗務員職場毎の休日出勤数を明らかにすること。

【回答】

お客様のニーズにきめ細かく対応すべく列車の設定については、引き続き

弾力的に対応していく必要があると考えている。要員の確保については、最

大限の努力をしていくが、それでもなお必要な休日勤務については、適宜指

定していく考えである。又、会社は基本協約に基づき社員に労働時間外また
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は公休日に勤務をさせることがあるとされており、休日勤務指定において本

人の承諾を得ることが必要であるとは考えていない。尚、昨年度の休日勤務

数について、運輸区所ごとの実績を明らかにする考えはない。

②休日出勤を直ちに解消するために必要な要員を配置すること。

【回答】

①の回答と同じ。

③要員確保のために乗務員の養成数を増やすと共に、養成を見越した社員

数を採用すること。

【回答】

①の回答と同じ。

④休日出勤の指定は必ず本人の承諾を得ること。

【回答】

①の回答と同じ。

⑤「公休」には休日出勤を指定しないこと。

【回答】

①の回答と同じ。

⑥専任社員には休日出勤を指定しないこと。

【回答】

①の回答と同じ。

（３）年休付与後に、傷病であることを理由にした診断書提出等を強要しない

こと。

【回答】

会社は基本協約に基づき、傷病により継続して５日を超えて欠勤する場合

は、診断書の提出を求めている。診断書提出を求める主旨は、傷病による欠

勤が長期にわたる場合には、事業の正常な運営が妨げられることのないよう

要員操配が必要になってくることから、その必要性を正確に把握するために

も休養見込み期間を記載した診断書の提出を求めているものである。とりわ

け傷病を理由とする年休請求に対しては、会社は優先付与の対象として配慮

していることから、その判断材料として診断書を提出するよう求めているも

のである。

（４）山の日が国民の休日となったことに伴い、又、新たに天皇誕生日も追加

されるため、特別休日と公休を合わせた年間休日を122日とすること。こ
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のための要員を増やすこと。

【回答】

そのような考えはない。

（５）乗務員の勤務について以下の通りとすること。

①安全確保・エラー防止の観点から、在来線における乗継・分割・併合・

折返し・入換時の時間を見直し、余裕を持って確認作業ができるようにす

ること。又、長時間連続乗務時は折り返し時にトイレの時間を確保するこ

と。

【回答】

業務に必要な労働時間は措置している。

②乗務員の交番作成は、在宅休養時間を確保する観点から一行路の拘束時

間を24時間以内とすること。又、早朝出勤や明けの退勤時刻が午後になる

ような行路は、疲労が蓄積し安全上問題があるのでやめること。又、日勤

行路については、退出時刻を19時までとすること。

【回答】

乗務員の拘束時間は列車ダイヤによる制約も大きく、食事時間や休養時間

の確保との関連もあることから拘束時間の制限を設けることは考えていな

い。

③睡眠不足での乗務は安全の確保が困難である。睡眠時間を確保するため、

泊行路における労働外時間は最低６時間以上確保すること。

【回答】

行先地における休養等に必要な時間は確保している。

④乗務員の準備報告時間（車掌携帯端末・アルコール検査・スマートフォ

ン・タブレット等）が不足しているため早め出勤で対処している実態が常

態化している。これは明らかにサービス労働であり極めて不当な事態であ

る。出勤時10分増、退出時５分増とすること。

【回答】

業務に必要な労働時間は措置している。

⑤乗務員の規程の訂正などは、超過勤務手当を支払うこと。

【回答】

そのような考えはない。業務に必要な時間は措置している。

⑥乗務員の１日の労働時間を６時間45分とすること。

【回答】



- 12 -

そのような考えはない。

⑦タブレットを扱う乗務員については、準備時間15分を付加すること。又、

乗り継ぎ時間を３分加算すること。

【回答】

業務に必要な労働時間は措置している。

（６）厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべ

き措置に関するガイドライン」に則り、制服の着用が義務付けられている

職場では、更衣時間を労働時間とすること。

【回答】

更衣時間については使用者の指揮命令下にあるか否かと言ったら、個別具

体的な状況を踏まえて判断されるものと考えており、当社では、制服の着用

は義務付けているものの、更衣場所、更衣する時間帯、更衣方法等について

使用者の拘束下にないことから、使用者の指揮命令下にあるとは言えず、労

働時間ではないと考えている。

（７）出勤点呼前に体操を強要している職場がある。体操が必要ならば出勤点

呼後、労働時間内に行うこと。

【回答】

体操は、労働災害の防止等のために実施するものであり、実施を義務づけ

ているものでもないことから、これを勤務時間内とすることは考えていない。

（８）作業場所と休憩場所が離れている職場においては、休憩時間前後の移動

の時間を労働時間とすること。

【回答】

休憩場所からの移動においては、業務に従事しておらず、労働時間として

扱う考えはない。

（９）駅の勉強会、訓練会は休日に業務命令で指定されているが、勤務時間内

もしくは勤務明けに指定すること。又、勉強会、訓練会に要する移動時間

を労働時間とすること。

【回答】

勉強会・訓練会は、業務上必要なものであり、特に出面制の職場において

は、一部社員についてそれが休日勤務となることは今後もあり得る。尚、す

でに必要な時間は労働時間としている。

（10）ボランティア休暇は有給の休日とし７日間付与すること。又、これまで

のボランティア休暇取得者数を明らかにすること。
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【回答】

ボランティア休暇については、平成23年度に無給休暇として新たに設け

たものであり、取得者数に関わらず現時点において変更する考えはない。

（11）忌引休暇は、会社が喪を知った時点（本人もしくは家族が申告した時点）

から万難を排して直ちに勤務開放すること。勤務開放ができない場合は翌

日から忌引休暇とし、「忌引休暇」期間で葬儀等に対応できない場合は「忌

引休暇」を分散付与とすること。又、忌引休暇とならない親族の葬儀に参

列の場合は、優先して年休を付与すること。更に「忌引休暇」には、特休、

公休を除いた日に付与すること。又更に「忌引休暇」の対象に血族第３親

等を加え、休暇を３日付与すること。

【回答】

忌引休暇の請求があった場合については、社員の心情に配慮し、事業の正

常な運営を妨げない限りにおいて、必要な配慮を行うよう努めているところ

である。忌引休暇は、喪に服する期間と葬祭その他諸行事のために要する日

数を休暇として措置するものであり、喪を知った日から連続して取得するこ

とが原則である。従って、特休、公休を除いた日に忌引き休暇を付与すると

いった分散付与を認めることは考えていない。

尚、忌引休暇日数が１日の場合もしくは忌引期間の最終日に忌引休暇を取

得しない場合には、葬祭執行の当日に１日に限り、取得できることとしてお

り、すでに一定程度の配慮を示している。葬儀等への列席を理由とする年休

申し出に対しては、事業の正常な運営を妨げない限りにおいて必要な配慮を

行うことはあり得るが、常に優先して年休が付与できるとは限らない。又、

現行の忌引き休暇の日数および適応範囲については、一般的な状況であるこ

とから、現行の休暇上限日数を引き上げたり、対象となる親族を追加したり

する考えはない。

（12）社員のワーク・ライフバランスの充実に向けて、休日予定を年間単位で

明らかにすること。

【回答】

円滑な勤務操配に支障が生じるため、休日を年間単位で公表することは考

えていない。

（13）連続休暇の取得について、１回の取得日数を連続して10日以上とし、１

年に２回取得できるようにすること。又、申込日の制限を撤廃すること。

【回答】

会社としては、職種によっては事業運営上必要となる出面を確保する必要

があることから、現行の（年次有給休暇を少なくとも３日含む連続５日間）

を、年間１回申し込む制度を変更する考えはなく、申し込み日の制限を撤廃
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するという考えもない。尚、平成31年度の上期より連続休暇の周期を毎年10

月から９月なでのところ，毎年４月から翌３月までに変更することを検討し

ており、移行期である平成30年度下期においては、期間を10月１日から３月

31日までの半年間としている。

（14）保存休暇に関して

①病気や怪我等で休む時は、年休の残数に関係なく取得できるようにするこ

と。

【回答】

保存休暇の付与条件は、これまでも順次拡大してきており、平成20年には、

「妊婦が保健指導または健康診査を受ける場合」「妊産婦が健康管理上就業

することが困難な場合」「出産に伴う入退院や出産時の立ち会い」を追加し、

平成25年には「専任社員の雇用契約が終了する場合」又、平成28年には「1

歳未満の子を養育する男性社員が子の養育、家事を行う場合」を加えたとこ

ろである。これにより付与条件は十分に拡大していると捉えており、これ以

上付与条件を拡大する考えはない。

②忌引休暇の場合で、休暇日数を超えて連続して休む必要がある場合は、保

存休暇を取得できるようにすること。

【回答】

①の回答と同じ

（15）半休及び暦日休は全職場で取得できるようにすること。又、0.5日分が

残った場合は、その分を失効させず、保存休暇として残せるように取り扱

うこと。

【回答】

そのような考えはない。

（16）病欠による出勤率において、年休日数を減じて付与される場合の単年度

処理はやめ、繰り越しができるように改善すること。

【回答】

そのような考えはない。

（17）入社１年目の社員から年休付与数を20日とすること。

【回答】

年休付与日数は、すでに十分な水準であり、現行の付与日数を引き上げる

考えはない。

（18）業務に必要な女性社員の化粧を労働時間とすること。



- 15 -

【回答】

そのような考えはない。

（19）アルコール検査の基準値は、0.1㎎/ℓ以上にすること。

【回答】

そのような考えはない。0.1㎎/ℓ以上で乗務した場合、免許取り消しとな

ることや他社の事例と比較しても妥当な水準である。

（20）アルコール検査の数値に基づいた処分は行わないこと。又、アルコール

検査で数値が出て勤務に就けない時の勤務認証は年休とすること。

【回答】

そのような考えはない。酒気帯び勤務の禁止については就業規則に定めら

れているとおりである。又、当日の勤務認証については事象を調査の上、個

別に判断するが、会社が労務受領を拒否した場合は会社承認の欠勤となる。

３．勤務関係における基本協約を、以下の通り改訂すること。

（１）『基本協約』第15条（４）を「自己都合休職期間が満了した場合」と改

めること

【回答】

そのような考えはない。

（２）『基本協約』第34条（８）を「『欠勤』とは、勤務割等によってあらか

じめ割り振られた正規の労働時間の全部又は一部を欠く場合をいう。」と

改めること。

【回答】

そのような考えはない。

（３）『基本協約』第36条を「組合員の勤務は、毎月25日までに翌月分を会社

が指定する。ただし、業務上の必要がある場合は、25日に指定した翌月分

の勤務を変更する。」とし、更に⑦を「25日の勤務指定以降に年次有給休

暇の請求があった場合」、⑩を「欠勤が発生した場合」と改めること。

【回答】

そのような考えはない。尚、⑩に関しては⑦⑧⑨に掲げられている項目も

欠勤に該当するのだから、そのような改訂を行うべきではない。

（４）『基本協約』第37条を「組合員は、欠勤する場合、事前に所定の手続き

をとることとする。ただし、やむを得ない事由でこれによることができな

い場合は、事後速やかに所定の手続きをとるものとする。２ 組合員が傷

病により継続して５日を超えて欠勤する場合は、休養見込み期間を記載し
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た医師の診断書（柔道整復師の発行する施術証明書を含む。以下同じ。）

を添えて届け出るものとする。３ 医師の診断書に掛かる費用は会社負担

とする。」と改めること。

【回答】

そのような考えはない。

（５）『基本協約』第41条３項を、「３ 会社は、制服の更衣のため、１勤務

のため、実作業開始時刻前に５分間、実作業終了時刻後に５分間を勤務し

たものとして取り扱う。」とし、３項を４項とすること。

【回答】

そのような考えはない。

（６）『基本協約』第４節 休日等に、「（休日の明示）会社は、翌月の勤務指

定の際に公休日及び特別休日として指定することを予定している日を、毎

月10日までに明示する。」を加えること。

【回答】

そのような考えはない。

（７）『基本協約』第49条を「会社は、労基法第33条に該当する場合又は同法

第36条に基づく協定を締結した場合は、労基法第32条の２及び同法第40条

又は同法第35条の規定にかかわらず、組合員に労働時間外又は公休日に勤

務をさせることがある。ただし、その場合は組合員の承諾を得るものとす

る。 ２ 会社は、前項の規定にかかわらず、業務上の必要がある場合は、

正規の労働時間外、特別休日、代休又は調整休日において、労基法第32条、

同法第32条の２及び同法第40条に定める労働時間に達するまで、組合員に

臨時に勤務をさせることがある。」 と改め、３項を削除すること。

【回答】

そのような考えはない。

（８）『基本協約』第58条を「組合員は、毎月20日までに翌月分の年休使用日

を、年次有給休暇申し込み簿に時季指定をして、会社に届け出ることとす

る。」と改めること。

【回答】

そのような考えはない。

（９）『基本協約』第59条を「会社は、年休の時季指定が業務の正常な運営に

支障があると判断した場合には、時季指定された年休を他の時季に変更す

る。」と改めること

【回答】
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そのような考えはない。

（10）『基本協約』第59条の２を「保存休暇は、年休が第55条の規定に基づき

失効した場合、その日数に相当する全ての日数とする。なお、この休暇は、

労基法第39条に規定する年休とは異なる有休の休暇とする。」と改め、（１）

から（８）まで削除すること。

【回答】

そのような考えはない。

（11）『基本協約』第59条の３を削除すること。

【回答】

そのような考えはない。

（12）『基本協約』第59条の４の２項及び、４項から７項まで削除すること。

【回答】

そのような考えはない。

（13）『基本協約』第59条の４の３項を「３ 定年により退職する場合は、第

１項に規定する年休の残日数にかかわらず、原則として退職日の前日まで

に全て（保存休暇の中間において予定された休日等を除く。）を付与する。」

と改めること。

【回答】

そのような考えはない。

（14）『基本協約』第59条の６を「保存休暇を申請する場合は、年休と同じ取

り扱いとする。」と改めること。

【回答】

そのような考えはない。

（15）『基本協約』第59条の７を「退職（専任社員として引き続き雇用される

場合を除く。）又は解雇の場合、累積日数はその時点で全て消滅する。」と

し、以下を削除すること。

【回答】

そのような考えはない。

（16）『基本協約』第59条の８の２項を「出向社員は、出向期間中において保

存休暇を得ようとする場合は、会社に申請しなければならない。ただし、

出向先基準により出向している者を除く。」と改めること。

【回答】
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そのような考えはない。

４．賃金・制度関係について

（１）昇格試験において組合差別をやめること。

【回答】

昇格や昇給の扱いについては、会社の責任で試験結果、平素の人事考課等

を総合的に勘案して公平公正に実施している。組合差別はあり得ない。

（２）Ｃ２等級以下にＢ年限を設けること。

【回答】

昇格資格年限（Ｂ）は、最低保障的資格年限として設けているが、これは

地道に日々の業務に取り組んでいれば、少なくともこの年限で昇格していく

こととしているものである。昇格に際しては、Ｂ年限を目標とするのではな

く、そこまでに昇格すべく前向きにチャレンジしていくというのが本来の姿

であり、新たに主任等級への昇格に当たってのＢ年限を設ける考えはない。

（３）定期昇給については、現等級経過年数による基準昇給額の減額を撤廃す

ること。又、基準昇給額を一律1,500円とし、全組合員に対し乗数４の定

期昇給を行うこと。

【回答】

基準昇給額については、昇格の意欲を阻害しない観点からＪ３等級以上の

昇格資格年限（Ａ）である３年経過後、定期昇給額が逓減するように設定す

る一方で、昇格資格年限（Ｂ）に到達した際でも標準乗数を４とし、欠勤期

間が０であるならば1,200円の定期昇給額を確保できるものとしたのであり、

これを変える考えはない。

（４）配偶者の扶養手当を10,000円とすること。

【回答】

旧家族手当は、総体的に女性社員にとって不公平感があり、共稼ぎ世帯と

の不均衡といった問題点のある配偶者への家族手当については、廃止するこ

とが男女共同参画社会に向けての取り組みの主旨に合致するものであると考

えたが、平成18年７月の人事賃金制度改正の時点では、廃止せず一定額を残

置することとしたものである。従って、配偶者に対する扶養手当を増額する

考えはない。

（５）割増賃金の１時間当たりの単価を以下の通り改訂すること。

①Ｂ単価（超勤手当）を１時間当たり130／100から150／100とすること。

②Ｃ単価（夜勤手当）を１時間当たり 40／100から 50／100とすること。

③Ｄ単価（休日出勤）を１時間当たり150／100から200／100とすること。
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④Ｅ単価（祝日手当）を１時間当たり 35／100から 50／100とすること。

⑤１ヶ月60時間を超える時間外労働については、１時間当たり200／100と

すること。

【回答】

割増率については、平成20年４月より、休日に臨時に勤務した際の割増率

（Ｄ単価）を150／100とする等、当社の割増率は世間水準と比較しても全く

遜色ないものであり、現段階においては引き上げる必要はないと考える。

手当については、平成17年４月実施の「運輸系統の社員運用の変更および

昇進制度等の見直し」に際し、特殊勤務手当についてそれぞれの業務の特殊

性その他を勘案して、妥当な水準を定めた他、平成18年７月実施の「新しい

人事賃金制度」に際して、整合性のある賃金体系へ変更してきていることか

ら、現段階においてこれら諸手当の支給要件、支給額を変更する考えはない。

（６）準夜勤手当を300円から500円とすること。

【回答】

(５)に含む。

（７）乗務手当を以下の通り改訂すること。

①乗務手当Ａを１日につき3,200円から6,400円とすること。

②乗務手当Ｂを１日につき3,000円から6,000円とすること。

③乗務手当Ｃを１日につき2,900円から5,800円とすること。

④乗務手当Ｄを１日につき2,700円から5,400円とすること。

⑤乗務手当Ｅを１日につき1,750円から3,500円とすること。

⑥乗務手当Ｆを１日につき1,000円から2,000円とすること。

⑦ワンマン行路に乗務した場合の乗務手当を上記の外300円増額すること。

⑧乗務員等が列車に乗務した場合、１㎞につき３円を支給すること。

【回答】

(５)に含む。

（８）運転手当を以下の通り改訂すること。

①運転手当Ａを１日につき1,750円から2,250円とすること。

②運転手当Ｂを１日につき1,000円から1,500円とすること。

③運転手当Ｃを１日につき200円から700円とすること。

【回答】

(５)に含む。

（９）検修作業手当を１日につき500円から1,000円とすること。尚、日勤勤務

及び交番検査従事者は2,000円とすること。

【回答】
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(５)に含む。

（10）工務作業手当を１日につき700円から1,000円とすること。

【回答】

(５)に含む。

（11）営業手当を以下の通り改訂すること。

①営業手当Ａを１日につき1,750円から2,250円とすること。

②営業手当Ｂを１日につき500円から1,000円とすること。

【回答】

(５)に含む。

（12）輸送担当業務は管理者以外の輸送主任や輸送係も指定されているが、業

務上の責任が大きいため、輸送担当業務手当を新設し、運転手当Ａとは別

に１日につき1,000円を支給すること。

【回答】

(５)に含む。

（13）遺失物、身体障がい者の対応をした社員及び、嘔吐物等の清掃を行った

社員及び、人身事故で汚損した車両の点検等を行った社員に対して手当を

新設すること。

【回答】

(５)に含む。

（14）自転車等の通勤手当を以下の通り改訂すること。

①５ｋｍ未満を 2,000円から 2,600円にすること。

②５ｋｍ以上10ｋｍ未満を 4,100円から 5,400円とすること。

③10ｋｍ以上15ｋｍ未満を 6,500円から 8,500円とすること。

④15ｋｍ以上20ｋｍ未満を 8,900円から11,600円とすること。

⑤20ｋｍ以上25ｋｍ未満を11,300円から14,500円とすること。

⑥25ｋｍ以上30ｋｍ未満を13,700円から17,900円とすること。

⑦30ｋｍ以上35ｋｍ未満を16,100円から21,000円とすること。

⑧35ｋｍ以上40ｋｍ未満を18,500円から24,100円とすること。

⑨40ｋｍ以上を20,900円から27,200円とすること。

【回答】

自転車等で通勤する社員に対する通勤手当の支給額を変更する考えはな

い。

（15）車内トラブル等で関係社員が業務に協力した場合の手当を新設すること。
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【回答】

(５)に含む。

（16）庫等、30℃以上になる現場に対して「猛暑手当」を新設すること。

【回答】

(５)に含む。

（17）台車交換に伴う試運転に対して、「試運転旅費」を新設すること。

【回答】

(５)に含む。

（18）作業責任者や断路器を扱う社員及び、死傷事故を起こした車両の検査を

担当した者に対して手当を新設すること。

【回答】

(５)に含む。

（19）『基本協約』第184条を「期末手当は、夏季手当及び年末手当共に５月１

日を基準日とし、５月１日に在職する者及び基準日前１箇月以内に退職し

又は死亡した者（第７条に規定する試用社員を除く。）に対して支給する。」

と改めること。

【回答】

そのような考えはない。

（20）繁忙期における手当１日1,000円を新設すること。

【回答】

(５)に含む。

（21）台風の接近等により前日の出勤を指示された場合は非常呼び出し手当を

支給すること。

【回答】

(５)に含む。

５．通勤関係について

（１）通勤手当は、会社が一方的に「最も安価な通勤経路」としたため、これ

までより不便な通勤経路を強いられる場合が発生している。このような取

り扱いは改め、本人が最も効率的で安全とする通勤経路を認め、それに必

要な通勤手当を支給すること。又、通勤時間が15分短縮できる通勤経路が

ある場合に認められている取り扱いは、乗り換え時間も経路の時間算出に

含むこと。



- 22 -

【回答】

通勤手当の認定に際しては、最も経済的な経路および方法によることとし

ているが、例外的に通勤時間短縮につながる場合の合理的な基準として15分

以上短縮の場合を定めている。その認定においては、現行の扱いが明確かつ

合理的であることから、これを変更する考えはない。

（２）災害等で、交通機関の不通等で出勤できなくなった社員に対しては、あ

らかじめ会社が障害休暇であることを社員に伝えること。

【回答】

社員は自己の責任において所定の始業時刻までに出勤しなければならない

が、地震等の不可抗力の原因により交通遮断が発生した場合は、個別の事象

に応じて適切に勤務整理を行っている。又、欠勤の発生に際して会社に事前

に連絡することが真に困難であると認められる場合も、個別の事象に応じて

適切に勤務整理を行っている。

（３）自動車通勤において、不可抗力により出勤時間に間に合わなかった場合

は障害休暇とすること。

【回答】

社員は自己の責任において、所定の始業時刻までに出勤しなければならな

いが、列車やバスのように運行時刻が明示されている「公の交通機関」の事

故等の不可抗力の原因により始業時刻に遅れた場合に限り、例外的な扱いと

して有給の休暇である「障害」として取り扱っている。「自家用車」通勤に

よる交通渋滞等はあらかじめ予測しておかなければならないことであり、当

然に本人の責任に属することであるから、自動車通勤の場合には通勤障害を

認めることはできない。

（４）始業が早朝、終業が深夜になり、所定の通勤経路で出退勤出来ない場合

は異経路の交通費を実費で支給すること。

【回答】

業務上の必要等やむを得ない理由により通常とは異なる経路で通勤し、箇

所長が認めた場合には、原則として当該通勤にかかる最も経済的な費用を支

給することとしている。

（５）東海鉄事、静岡支社管内での遠距離通勤者に対して「新幹線モニター通

勤」を認めること。

【回答】

必要な区間はモニター利用を認めており、これを拡大する考えはない。

６．出向社員の労働条件について
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（１）社員の出向に関する協定における賃金の特別措置について、出向先の年

間労働時間数が1837.5時間を超える場合とあるものを、乗務員が出向する

場合については1715時間を超える場合とすること。

【回答】

出向特別措置は、出向先の会社との所定労働時間との差異に配慮した特別

な措置であり、公平性の観点から基準となる年間所定労働時間数について変

更する考えはない。

（２）出向先会社で発生した問題の解決や労働条件の改善について、会社が責

任を持って労働組合と協議の場を持つこと。特に離職率の高いＪＲＣＰ会

社の労働条件を改善すること。ＪＲＣＰ会社における一方的な休日勤務指

定は、会社が責任を持って改善すること。

【回答】

出向先企業は、それぞれ業種、業態が異なるため、出向先企業の労働条件

は各企業がそれぞれの経営状況等に鑑みて責任を持って決定するべきもので

ある。

（３）出向社員の休日数、労働時間は出向先会社の労働条件によらず、社員と

同様とすること。特に、出向先会社に連続休暇制度がないという理由で連

続休暇が取得できない現実があるので、取得できるようにすること。又、

夜勤が連続する業務に出向社員を就労させないこと。

【回答】

出向先企業はそれぞれ業種、業態が異なるため、連続休暇制度を含む出向

先企業の労働条件は、各企業がそれぞれの経営状況等に鑑みて責任を持って

決定するべきものであり、業務上必要があれば夜勤が連続する業務でも従事

することとなる。

（４）出向先会社において、出向先会社の規程により手当が支給される作業に

出向社員が従事しても出向社員にはその手当が支給されない。結果として

現行の出向作業手当Ｂでは出向先会社の社員と手当の格差が発生してい

る。従って、格差解消のため出向作業手当Ｂを月額20,000円とすること。

【回答】

出向作業手当は、平成17年にそれ以前の出向社員特殊勤務手当を見直し、

作業の特殊性に着目して支給額を設定し妥当な水準を定めたものであり、現

段階において支給額を変更する考えはない。

７．福利厚生等について

（１）会社は「家族用社宅の使用料金等の改定」を行ったが、これは福利厚生

の大幅な切り下げとなり利用者の経済的負担が増大した。社宅使用料は福
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利厚生面からも現状の料金システムを廃止して、全社員が将来的にも安心

できる低料金システムにすること。

【回答】

今改定は社員が将来にわたり安定した住環境を確保できるよう、持家取得

を更に支援するためのものであり、比較的収入の少ない若年層社員の社宅入

居を円滑にするため社宅料金等の改定等を行ったものの、持家取得促進のた

め持家住宅補給金も充実させた。

家族用社宅については、当社の社宅使用料金等の水準が公務員や民間企業

の水準を大幅に下回る状況となっていることに加え、長期にわたり社宅への

入居が可能であること等により、居住年数が長期化する傾向にあり、将来的

に社宅戸数が大幅に不足し、若年層の入居が困難になることが予想されるこ

とから改定したものである。従って現行制度を廃止する考えはない。

（２）持家取得促進のための制度については、以下の通りとすること。

①持家住宅補給金を増額すること。

【回答】

持家住宅補給金の支給金額は、平成25年４月に改善したところであり、金

額を見直す考えはない。

②45歳から持家住宅補給金が減額される条件を撤廃すること。

【回答】

世の中の持家取得の平均年齢が概ね40才程度であることを鑑み、持家意識

が高い世代への支援を厚くしたものであり、45才以上で新築又は購入した場

合に２万円を支給する考えはない。

③持家住宅補給金の支給期間を20年とせず、退職までとすること。

【回答】

社員の持家取得の更なる促進をはかるため、平成25年４月より持家住宅補

給金を大幅に増額したことに伴い、支給期間は20年としたものであり、支給

期間を見直す考えはない。

④持家住宅補給金は利子補給金と併せて支給すること。

【回答】

利子補給を受けている社員は、既に会社から当該持家に対する補助を受け

ていることから、さらに持家住宅補給金を併給できるようにする考えはない。

（３）健康診断について

①受検日時の予約制は、希望日に予約できない等利便性が悪化している。

健康診断の予約制をやめること。
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【回答】

事前予約制を導入し、日毎及び時間毎の受検者数を平準化して混雑緩和を

図ることは、多くの社員が要望しているものと認識しており、社員の更なる

利便性の向上につながるだけでなく、問診時間の十分な確保等と合わせて、

健診の質的向上を図ることができると考えており、事前予約制をやめる考え

はない。

②遠隔地で受検せざるを得ない職場では、日勤を指定し勤務免除で受検で

きるようにすること。

【回答】

自己の健康管理に関する健康診断については、自己の時間で行うことが原

則であることから、日勤を常例とする者等で勤務時間内に受診せざるを得ず

業務に支障がない者に対して勤務免除で受診することを認めること以外に特

別に措置することは考えていない。

③現行日勤で勤務免除されていない勤務も、勤務免除で受検できるように

すること。

【回答】

②に同じ。

④受検箇所は自由に選択できるよう柔軟に対応すること。

【回答】

各健診会場は対象箇所ごとの社員数を基に健診体制をとっているため、指

定された会場で受検されたい。

⑤石綿検診は、退職後も会社が責任を持って行うこと。

【回答】

アスベストに関わる特殊健康診断については、これまでも対象者に対し、

年に２回実施してきている。又、退職者に対しては健康管理手帳の交付手続

きに際し、本人から申し出があった場合に事業主として作業履歴証明等の所

定の手続きを行っているところであり、すでに十分な対応を実施してきてい

るところである。

（４）ＳＡＳについて

①全ての検査費用を会社が負担し、検査に関わる時間は勤務時間とするこ

と。

【回答】

睡眠検査については必要な検査費用はすでに会社が負担しており、これ以

上の負担を行う考えはない。又、精密検査は指定医療機関で実施しているが、
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時間・場所を会社で指定していることから労働時間としている。

②業務上必要な治療に掛かる費用、器具は会社が負担すること。

【回答】

健康管理は個人で行うことが原則であり、どの疾病についても治療に関す

る費用は、個人が負担することとしている。睡眠検査に関しても精密検査を

含めた検査の費用は会社で負担するが、精密検査の結果、治療が必要になっ

た場合は、自己負担としている。尚、平成29年度より動力車操縦者等の治療

の効果確認に関する費用は、会社負担としたところである。

③ＳＡＳ検査を受診できる病院を更に増やすこと。

【回答】

ＳＡＳの精密検査の医療機関については、平成23年1月に当社基準を満た

す医療機関を追加しており、精密検査等のレベルを確保しつつ、比較的時間

を要さず検査できる病院を指定している。

④名古屋セントラル病院で、社員が優先してＳＡＳ検査を受診できるよう

にすること。

【回答】

名古屋セントラル病院については設備や要員等の面から、社員の診療を優

先する考えはない。

⑤１度無呼吸と判断された運転士が、無呼吸を克服したことを自覚し、２

回目の検査を希望した時はこれを認めること。

【回答】

そのような考えはない。

（５）脳ドックについて

①脳ドックは、受検条件が決められているが、35歳以上の社員は全社員が

受検できるようにすること。

【回答】

健康管理は本来自助努力で行われるべきものであり、会社はこれを支援す

る立場である。特定保健指導の対象であるにもかかわらず指導に参加しない

者や、喫煙者、人間ドックを受検していない者については、会社の立場及び

社員の健康の保持、増進を推進する観点からも、脳ドックの補助を受ける前

にまずは自ら健康管理のための取り組みを行ってほしいと考えており、条件

を見直す考えはない。

②脳ドックは受検年齢も決められているが、最初の受検は本人の希望とし、
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以後３年毎に受検が出来るようにすること。

【回答】

①に同じ。

（６）人間ドックの受検について、病院に受検を予約するも勤務となり、変更

を余儀なくされるケースが多い。そして結局受検することができないこと

も起きている。従って人間ドックの受検については、休日を指定するか又

は優先的に年休を発給すること。

【回答】

そのような考えはない。

（７）依然として旅客による社員への暴力事件が発生している。接客業務に従

事する女性社員の割合も増えており、暴力に対する制度の確立が急務な課

題となっている。「第三者暴力への特別保障」にとどまらず、医療費、慰

謝料、給与補償、警察からの事情聴取や通院にかかる勤務認証、刑事告訴

等全て会社が前面に出て対応する制度を確立すること。

【回答】

「第３者暴力への対応」については、再発防止のためにも毅然とした態度

で対応すべきと考えているが、被害届や告訴の手続きは、被害を受けた社員

自身が行わざるを得ない。管理者向けのマニュアル等の整備や階層別の研修

において社員への教育を実施し、管理者がフォローする体制を構築してきた

結果、告訴被害届の提出といった毅然とした対応も定着しつつある。

Ⅳ．運輸系統の社員運用について

１．異動に際しては本人の希望を前提とし、強要は行わないこと。

【回答】

人事運用は業務上の必要に応じて会社が命ずるものであり、本人の希望の

みに基づいて行うものではない。

２．異動期間を最長３年とし、乗務員への復帰時期を予め明示すること。

【回答】

そのような考えはない。

３．現在、駅へ異動している社員の元職場への復帰時期を明らかにすること。

【回答】

駅異動の期間については、要員需給等によって決まってくるため、一概に

示すことは困難である。

４．異動により調整手当が減額となった場合は、元職場の調整手当を支給する
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こと。

【回答】

そのような考えはない。

Ⅴ．60歳定年に関して

１．高齢者の雇用安定のため「60歳定年制」を見直し、65歳定年とすること。

【回答】

60歳以降の雇用については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の規

定等に基づき、当社においては専任社員制度を設け、65歳までの雇用を保障

しているところであり、現段階において定年を延長する考えはない。しかし

ながら、高齢者雇用のあり方については不断に検討を重ねていく考えである。

２．定年退職日は、定年に達する年度の末日までとすること。ただし、本人の

希望があれば誕生月で退職出来るようにすること。

【回答】

そのような考えはない。

３．54歳以上の原則出向について、会社は「60歳定年制実施に伴う在職条件の

ひとつ」としているが、専任社員として65歳まで雇用される現在にはそぐわ

ない制度である。従って54歳以上の原則出向を廃止すること。『基本協約』

第９条の５を削除すること。

【回答】

54歳以上の人事運用は60歳定年制実施に伴う、在職条件のひとつとして広

く雇用の場を確保するという観点に立って原則出向としたものであり、その

観点からは現在でも十分機能していると考えているため廃止する考えはな

い。ただし一部の職種、地域においては要員需給等により現職を継続する場

合もあり得る。

４．54歳以上の原則出向が廃止されるまでの間、54才以上の原則出向を行う場

合には、複数の出向先、勤務形態等の労働条件を提示し、本人の同意を得る

こと。又、出向先は関連会社を原則とすること。更に、出向先の労働条件が

劣悪な場合、会社が責任をもって本体に戻すか出向先の変更を行うこと。

【回答】

出向を含めた人事異動については、従来から業務上の必要に基づき本人の

適性、能力、および希望等を勘案して実施しており、「本人の同意」が前提

となるものとは考えてはいない。従って、複数の出向先や勤務形態等を提示

するべきものではないと考えている。

Ⅵ．専任社員の雇用条件・労働条件等について
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１．専任社員の労働条件等について

（１）専任社員の労働条件については、過酷な勤務を続けることに不安を感じ

た組合員が専任社員を希望しない事態が多く生み出されている。こうした

事態を解決し、専任社員として65歳まで安心して働ける環境を整えるべき

である。

従って、退職時と同等の勤務にする場合は賃金の減額をしないこと。又

は、専任社員の賃金と年齢を考慮した勤務形態を新設すること。具体的に

は、本人の希望によって選択できるハーフタイム制の導入、高齢者交番の

作成、軽作業職場への異動等を行うこと。又、在来線職場では、本人の希

望の通り近距離通勤の職場への転勤を認めること。

【回答】

当社の専任社員の労働条件は、期間の定めのない労働契約を締結している

労働者の労働条件と異なるが、職務の内容や配置の変更の範囲、その他の事

情を勘案すれば不合理なものではない。なお、短日数勤務や短時間勤務につ

いては、今後も世の中の動向や、社会情勢の変化等を踏まえつつ必要に応じ

て検討していく。しかしながら現時点では、出面により固定的に要員を確保

することが基本となる鉄道業の特性上、効率的な業務運用等の観点からフル

タイム勤務を基本としており、導入が難しいと考えている。又、高齢者であ

ることを理由に、特別な業務内容、勤務形態、勤務地とすることは考えてい

ない。

（２）区分「専任Ⅴ」を撤廃すること。

【回答】

従前の継続雇用基準に該当しない者を新たに雇用するにあたり、従前の継

続雇用基準に該当する者との処遇上の公平性確保の観点から、新たな専任社

員区分として専任Ⅴを設けると共に、その雇用期間について、法律が定める

経過措置に則り、在職老齢年金の支給開始年齢までとすることとしたもので

あり、変更する考えはない。

（３）専任社員の年間休日数を150日とすること。

【回答】

専任社員の雇用にあたっては、あくまでも社員と同様に勤務する意欲およ

び能力を有する者を雇用しており、高齢者であることを理由に年間休日数を

社員と比べて多くする考えはない。

（４）専任社員の基本給の区分を廃止し、一律200,000円とすること。

【回答】

専任社員の基本給については職責に応じて、主に３段階の額を設定してお

り、合理的なものであると考えている。尚、賃金水準については昨年度に引
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き続き今年度もベースアップを行う等、世間相場等と比較しても十分に高い

水準になっていると認識しており、今後公的給付がどのような形になろうと

も更に賃金を引き上げる措置は必要ないものと考えている。また、契約満了

報労金についても職責に応じた額を設定した上で、専任社員に長期で働いて

もらう動機付けのためにも、長期で働くにつれて契約満了報労金の増加額が

逓増していく制度設計が合理的であると考えている。

（５）専任社員の契約満了報労金の区分を廃止し、支給額を１年以上500,000

円、２年以上1,000,000円、３年以上1,500,000円、４年以上2,000,000円、

５年2,500,000円とすること。

【回答】

契約満了報労金についても職責に応じた額を設定した上で、専任社員に長

期で働いてもらう動機付けのためにも、長期で働くにつれて契約満了報労金

の増加額が逓増していく制度設計が合理的であると考えている。

（６）専任社員に、社員の時と同額の扶養手当、調整手当、補償措置額を支払

うこと。

【回答】

調整手当や扶養手当は、生活関連的なものとして位置づけられるが、専任

社員については、定年退職後に再雇用するものであり社員として雇用されて

いた間において、既にライフサイクルを考慮した賃金を支給したものである

ことから、専任社員として雇用されている期間についてまでも生活関連的な

手当を支給する必要はないと考えている。

（７）専任社員の雇用契約の終了について、私傷病による欠勤期間の90日を18

0日とすること。

【回答】

そのような考えはない。

（８）専任社員の介護休職期間最長93日を365日とすること。

【回答】

そのような考えはない。

（９）専任社員の社宅使用料は低額にすること。

【回答】

専任社員であることをもって使用料金を低額にする考えはない。

（10）専任社員の住宅保証制度を設けること。

【回答】
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専任社員については、定年退職後に再雇用するものであり、社員として雇

用されていた間において将来の住居に備えるための十分な制度を設けている

ことから、専任社員として雇用されている期間についてまでも、住宅保証制

度を設ける必要はないと考えている。尚、専任社員であっても社宅等への居

住要件を満たしている場合には社宅等への居住を認めている。

２．専任社員の雇用条件について

（１）高齢法の趣旨を踏まえ、経過措置の利用をやめ、希望者全員を専任社員

として65歳まで継続雇用すること。

【回答】

従前の労使協定により定めていた継続雇用をするための基準については、

改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条第２項に基づくもの

であり、会社が継続雇用する上で重要かつ適切な基準として設けていたもの

である。従前の継続雇用基準に該当しない者を新たに雇用するにあたり、高

年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律付則第３項に基

づく経過措置を適用することは当然のことと考えている。

（２）「定年退職までの勤務成績が特に劣悪な者」等として「専任社員の雇用

条件・労働条件に関する議事録確認」にある「年度初年齢49才の年度から

の10年間に３回以上の懲戒処分を受けた者」「同様の10年間に出勤停止、

減給、戒告、訓告、または勤務成績に応じて５回以上の期末手当減額とな

った者」等の基準を撤廃すること。

【回答】

（１）の回答と同じ。

（３）定年退職時に病気休職、自己都合休職の者が復職できない場合は、休職

を継続し休職期間満了まで専任社員として雇用すること。

【回答】

専任社員には、病気休職や自己都合休職はなく、定年退職時にて各休職期

間が満了していることとなるが、定年退職時から継続して欠勤せざるをえな

い場合であっても30日間は雇用することとしたものであり、これを変更する

考えはない。

Ⅶ．リニア中央新幹線建設について

１．リニア中央新幹線建設は自然環境を破壊し、会社経営を破綻させ、組合員

の利益を損なうものである。従って、リニア中央新幹線建設を直ちに中止す

ること。

【回答】

そのような考えはない。
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２．リニア中央新幹線建設に伴う一切の労働条件の切り下げ、労働強化は絶対

に行わないこと。

【回答】

中央新幹線計画は健全経営を堅持しながら実現していく。

３．環境破壊は大きな社会問題である。リニア中央新幹線建設による環境破壊

が発覚した場合は、直ちに労働組合に説明し工事を中止すること。

【回答】

工事の安全、環境の保全を地域との連携を重視しつつ、計画を着実に進め

ていく。

４．リニア中央新幹線建設に関して、一切の状況の変更について、団体交渉で

労働組合に必ず説明すること。

【回答】

労働協約に則り適切に対応する。

Ⅷ．その他

１．代用証及び職務乗車証を全ての駅で乗換口を利用できるようにすること。

【回答】

不正使用防止を目的として、東京、品川、新横浜、小田原、米原、京都、

及び新大阪の乗り換え改札の利用を制限しているものであり、それを見直す

考えはない。

２．非課税証明書や診断書等、会社手続きに関する費用は会社が負担すること。

【回答】

そのような考えはない。

３．乗務員、駅などの営業職場の盛夏服は、寒さの対策がないため、オールシ

ーズン用のウィンドブレーカーを貸与すること。

【回答】

端境期の寒さ対策だけでなく、地域や職場により夏期でも外気や空調が低

温と感じるケースがあるため、社員の健康等に配慮して長袖タイプ希望者に

対しては半袖に換えて貸与している。またベストも貸与していることから、

新たにウィンドブレーカーを貸与する考えはない。

４．各職場の設備（ロッカー・パソコン･テレビ等）に対する耐震補強をする

こと。

【回答】
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各職場では設備を安全な状態に保持するため、必要な点検を実施している。

以 上


